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すべての障がいのある方が安心して元気に暮らせるよう､ 必要な障がい福祉サービス及び地域生活支

援事業等のサービス提供体制の充実を図ります｡
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障がいのある方が家庭や地域で安心した生活を営むことができるまちづくりを構築するた
め､ ｢障がい福祉計画｣ に基づき､ サービス提供体制の充実に努めます｡
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障害者地域生活支援事業の
推進
・相談支援
・移動支援
・コミュニケーション支援
・地域活動支援センターの運営
・日常生活用具等の給付
・日中一時支援

社会福祉係
児童福祉係

Ａ Ａ

)

障害者訓練等給付事業の推進
・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助

社会福祉係 Ａ Ａ

*

障害者介護給付事業の推進
・居宅介護､児童デイ､短期入所､
共同生活介護､施設入所等の支援

社会福祉係
児童福祉係

Ａ Ａ

+

交通費の支援
・心身障害児等施設訪問援護
・重度障害者への交通費助成

社会福祉係 Ａ Ａ

,

医療費の支援
・精神障害者への医療費助成
・重度心身障害者への医療費助成
・自立支援医療費 (更生医療)
の給付

社会福祉係 Ａ Ａ

-

難病対策の推進
・特定疾患患者及び保護者の援護
・北海道難病連釧路支部への助成

社会福祉係 Ａ Ａ

.
補装具費の給付
・義肢､装具､車いす､補聴器等

社会福祉係 Ａ Ａ

/

障がい者団体への支援
・身体障害者福祉協会庶路分会
への助成
・身体障害者福祉協会白糠分会
への助成
・白糠町手をつなぐ育成会への
助成

社会福祉係 Ａ Ａ
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障がい者支援団体との連携
・釧路支庁地区身体障害者福祉
協会への加盟
・釧路精神保健協会への加盟

社会福祉係
健康管理係

Ａ Ａ


